
10年（平成37年3月31日まで）原議保存期間

一種（平成37年3月31日まで)有 効 期 間

各 地 方 機 関 の 長 警察庁丙組薬銃発第 4 0 号
殿

各都道府県警察の長 警 察 庁 丙 生 経 発 第 1 4 号

（参考送付先） 平 成 2 6 年 1 2 月 1 0 日

庁 内 各 局 部 課 長 警察庁刑事局組織犯罪対策部長

各 附 属 機 関 の 長 警 察 庁 生 活 安 全 局 長

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）

の一部を改正する法律の施行について（通達）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）の一

部を改正する法律（平成26年法律第122号。以下「改正法」という。別添１参照）は、平

成26年11月27日に公布され、同年12月17日から施行されることとなった。

改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和35年法律第145号。以下「法」という。別添２参照）の概要等及び運用上の留

意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

第１ 趣旨

近年におけるいわゆる危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健

衛生上の危害の発生の防止等を図るため、検査命令及び販売等停止命令の対象の拡

大、販売等停止命令の対象となった物品についての販売等の広域的な禁止、広告規制

の拡充及びインターネットにおける違法広告について特定電気通信役務提供者が送信

防止措置を講じた場合の損害賠償責任の制限等の措置を講ずるもの。

第２ 概要

１ 指定薬物等である疑いがある物品に係る規制の見直し

(1) 検査命令・販売等停止命令の対象物品の拡大

厚生労働大臣又は都道府県知事（以下「厚生労働大臣等」という。）による検査

命令・販売等停止命令の対象として、現行の「指定薬物である疑いがある物品」

に、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物

品」が追加され、対象物品の範囲が拡大されることとなった。

（法第76条の６第１項及び第２項関係）

(2) 販売等停止命令の対象行為の拡大

販売等停止命令の対象行為に広告が追加されることとなった。

※ 現行の対象行為は製造、輸入、販売、授与、販売・授与目的での陳列。

（法第76条の６第２項関係）

(3) 指定薬物等である疑いがある物品に係る広域的な規制の導入

ア 厚生労働大臣は、厚生労働大臣等による販売等停止命令の対象物品のうち、広

域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称・形状・包装

等からみて同一と認められる物品の製造、輸入、販売、授与、販売・授与目的で



の陳列、広告を禁止できることとされた。

（法第76条の６の２第１項関係）

イ 厚生労働大臣は、アによる禁止をした場合において、当該禁止に係る物品につ

いて指定薬物の指定をし、又は指定しない旨を決定したとき等は、当該禁止を解

除することとされた。

（法第76条の６の２第２項関係）

ウ アによる禁止又はイによる禁止の解除は、官報に告示して行うこととされた。

（法第76条の６の２第３項関係）

エ 厚生労働大臣等は、アによる禁止に違反した者に対して、イにより当該禁止が

解除されるまでの間、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止する

に足りる措置を採るべきことを命ずることができることとされた。

（法第76条の７の２第２項関係）

２ 指定薬物及び無承認医薬品に係る広告禁止規定違反者に対する中止命令の創設

厚生労働大臣等は、指定薬物又は無承認医薬品の広告禁止規定に違反した者に対し

て、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべ

きことを命じることができることとされた。

（法第72条の５第１項及び法第76条の７の２第１項関係）

３ 罰則

(1) １(3)エによる命令に違反した者は、１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

に処し、又はこれに併科することとされた。

（法第86条第１項関係）

(2) ２による命令に違反した者は、２年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科することとされた。

（法第85条関係）

４ 特定電気通信役務提供者（以下「プロバイダ等」という。）への削除要請及び損害

賠償責任の制限

(1) 厚生労働大臣等は、指定薬物若しくは無承認医薬品の広告禁止規定又は販売等停

止命令若しくは１(3)アの禁止に違反する広告（以下「指定薬物等に係る違法広

告」という。）である特定電気通信による情報の送信があるときは、プロバイダ等

に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができることとさ

れた。

（法第72条の５第２項及び法76条の７の２第３項関係）

(2) プロバイダ等は、(1)による要請を受けて指定薬物等に係る違法広告である特定

電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合等において、当該措置によ

り送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の

不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである

ときは、賠償の責めに任じないこととされた。

（法72条の６及び法第76条の７の３関係）

５ その他

(1) 指定薬物等の濫用防止のための教育・啓発に関する規定の創設



（法第76条の11関係）

(2) 指定薬物等の濫用防止・取締りに資する調査研究の推進の規定の創設

（法第76条の12関係）

(3) 関係行政機関の連携協力の規定の創設

（法第77条関係）

(4) 指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備に関する規定の創設

（改正法附則第３条関係）

第３ 運用上の留意事項

１ 危険ドラッグに対しては、引き続き、各種法令を駆使した取締りを推進するととも

に、今般の改正法の趣旨を踏まえ、新たに販売等停止命令の対象に追加された物品に

対し実施される命令違反等に対する取締りにも配意すること。

２ 改正法により新設された罰則はいずれも厚生労働大臣等による行政命令が前提とな

っていることに鑑み、当該命令が効果的に運用されるよう、危険ドラッグの名称、形

状等を含む販売実態に係る情報の共有を図るなど、厚生労働省等との連携に配意する

こと。

３ 本件改正の内容について、警察職員に対する指導教養を図り、関係部門との連携を

強化するとともに、第２の５(1)の趣旨を踏まえ、適切な広報啓発活動により国民へ

の周知を図ること。














































